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食品衛生法改正による経過措置期間終了に係る周知について（通知） 

 

平成30年食品衛生法改正による営業許可制度の見直しにより水産製品製造業

や漬物製造業等新設された許可業種の経過措置期間が令和 6年 5月 31日までと

期限が迫っています。 

つきましては、ご承知いただくとともに、貴職関係機関及び関係団体に対す

る周知をお願いいたします。 
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